
問
１　

夏
な
ど
の
暑
い
季
節
に
、
体
内
に
あ
る
水
分
や
塩
分
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
、
体
温
の
調
節
機
能
が
う
ま
く
働
か
な
く
な
る
こ
と
が
原
因
で
起
こ
る
症
状
は
？

　
　
　

①
熱
中
症　

②
低
体
温
症　

③
花
粉
症

し
も
つ
け
ク
イ
ズ

す
る
方
、
ま
た
は
当
該
児
童
を
養

育
す
る
方
が
い
な
い
場
合
は
、
当

該
児
童
の
う
ち
年
長
の
方

手
当
の
額

　

児
童
一
人
に
つ
き
月
額
３
，
０

０
０
円

　

支
給
に
は
所
得
制
限
が
あ
り
、

前
年
の
所
得
に
市
民
税
の
所
得
割

が
課
税
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
原

則
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
15
歳
以
下
の
児
童
を

扶
養
し
て
い
る
方
は
当
該
15
歳
以

下
の
児
童
一
人
当
た
り
１
９
，
８

０
０
円
を
、
16
歳
か
ら
18
歳
ま
で

の
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
方
は
当

該
16
歳
か
ら
18
歳
ま
で
の
児
童
一

人
当
た
り
７
，
２
０
０
円
を
そ
れ

ぞ
れ
減
額
し
た
額
を
所
得
割
と
み

な
し
ま
す
。

手
続
き
に
つ
い
て

　

手
続
き
の
際
は
、
必
ず
事
前
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

認
定
請
求
の
際
に
、
戸
籍
謄
本

等
の
添
付
書
類
を
ご
提
出
い
た
だ

き
ま
す
。

　

な
お
、
児
童
扶
養
手
当
の
支
給

月
額
は
、
毎
年
の
消
費
者
物
価
指

数
に
応
じ
て
手
当
額
を
改
定
す
る

物
価
ス
ラ
イ
ド
措
置
が
と
ら
れ
て

い
ま
す
。

遺
児
手
当

　

両
親
ま
た
は
父
母
の
一
方
が
死

亡
し
て
遺
児
と
な
っ
た
義
務
教
育

終
了
前
（
中
学
校
卒
業
前
）
の
児

童
を
養
育
し
て
い
る
方
に
、
児
童

の
健
全
な
育
成
及
び
福
祉
の
増
進

を
図
る
こ
と
を
目
的
に
支
給
さ
れ

ま
す
。

手
当
支
給
要
件

　

日
本
国
民
で
市
内
に
住
所
を
有

す
る
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方

•

父
母
の
一
方
が
死
亡
し
た
児
童　

を
監
護
す
る
当
該
児
童
の
父
ま
た

は
母
で
、
現
に
配
偶
者
を
有
し
な

い
方

•

父
母
の
一
方
が
死
亡
し
た
児
童　

を
父
も
し
く
は
母
が
監
護
し
な
い

場
合
は
、
当
該
児
童
を
養
育
（
父

母
以
外
の
方
が
そ
の
児
童
と
同
居

し
て
、
こ
れ
を
監
護
し
、
か
つ
、

そ
の
生
計
を
維
持
す
る
こ
と
を
い

う
）
す
る
方
、
ま
た
は
当
該
児
童

を
養
育
す
る
方
が
い
な
い
場
合
は
、

当
該
児
童
の
う
ち
年
長
の
方

•

父
母
が
死
亡
し
た
児
童
を
養
育

•

児
童
が
児
童
福
祉
施
設
等
に
入

所
し
た
り
、
里
親
に
預
け
ら
れ
た

り
し
た
と
き

•

父
ま
た
は
母
が
婚
姻
の
届
出
は

し
な
く
て
も
、
事
実
上
の
婚
姻
関

係
（
内
縁
関
係
な
ど
）
が
あ
る
と

き所
得
に
よ
る
支
給
制
限

　

受
給
資
格
者
ま
た
は
同
居
の
扶

養
義
務
者（
受
給
資
格
者
の
父
母
・

祖
父
母
・
子
・
兄
弟
等
）
の
前
年

の
所
得
が
一
定
の
限
度
額
以
上
で

あ
る
場
合
は
、
所
得
制
限
に
よ
り
、

そ
の
年
度
（
８
月
か
ら
翌
年
７
月

ま
で
）
の
手
当
の
一
部
ま
た
は
全

部
の
支
給
が
停
止
さ
れ
ま
す
。

　

児
童
扶
養
手
当
の
年
度
更
新
は

８
月
の
た
め
、
新
た
に
所
得
限
度

額
以
下
に
な
る
場
合
は
、
７
月
中

に
新
規
の
認
定
請
求
書
を
提
出
し
、

審
査
の
う
え
認
定
さ
れ
れ
ば
８
月

分
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

公
的
年
金
と
の
併
給
に
つ
い
て

　
「
公
的
年
金
給
付
・
遺
族
補
償

等
の
額
」
が
「
児
童
扶
養
手
当
の

額
」
を
下
回
る
と
き
は
、
申
請
を

す
る
こ
と
に
よ
り
差
額
分
の
児
童

扶
養
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
た

だ
し
、「
公
的
年
金
給
付
・
遺
族

補
償
等
の
額
」
が
「
児
童
扶
養
手

当
の
額
」
を
上
回
る
と
き
は
、
児

童
扶
養
手
当
が
全
部
停
止
と
な
り

ま
す
。

手
当
を
受
け
ら
れ
る
人
は
？

　

日
本
国
内
に
住
所
が
あ
り
、
18

歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３

月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
児
童
、

ま
た
は
20
歳
未
満
で
一
定
程
度
の

障
が
い
の
状
態
に
あ
る
児
童
を
監

護
し
て
い
る
父
、
母
、
も
し
く
は
、

父
、
母
に
代
わ
っ
て
児
童
を
養
育

し
て
い
る
方

手
当
の
対
象
と
な
る
場
合

•

父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

•

父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

•

父
ま
た
は
母
が
一
定
の
障
が
い

に
あ
る
児
童

•

父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か

で
な
い
児
童

•

父
ま
た
は
母
か
ら
１
年
以
上
遺

棄
さ
れ
て
い
る
児
童

•

父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
の

Ｄ
Ｖ
保
護
命
令
を
受
け
た
児
童

•

父
ま
た
は
母
が
１
年
以
上
拘
禁

さ
れ
て
い
る
児
童

•

婚
姻
し
な
い
で
生
ま
れ
た
児
童

•

父
母
と
も
に
不
明
で
あ
る
児
童

手
当
の
対
象
と
な
ら
な
い
場
合

　

次
の
項
目
以
外
に
も
支
給
さ
れ

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必

ず
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

児
童
扶
養
手
当

　

離
婚
・
死
亡
・
遺
棄
な
ど
の
理

由
で
父
ま
た
は
母
と
生
計
を
同
じ

く
し
て
い
な
い
児
童
に
つ
い
て
手

当
を
支
給
す
る
制
度
で
す
。
そ
の

目
的
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
生

活
の
安
定
と
自
立
を
促
進
す
る
こ

と
に
あ
り
ま
す
。

支
給
月
額

広報しもつけ　2018.7

Shimotsuke
3

ご
存
知
で
す
か
？

児
童
扶
養
手
当
・
遺
児
手
当

■
相
談
・
問
い
合
わ
せ
先

　
こ
ど
も
福
祉
課
　
☎（ 

32
）

 

８
９
０
３

対象
児童数

児童扶養手当の支給月額（平成 30年 4月分から）

全部支給 一部支給
（所得に応じて決定）

1人 42,500 円 42,490 円～ 10,030 円

2人目の
加算額 10,040 円 10,030 円～ 5,020 円

3人目以降の
加算額 6,020 円 6,010 円～ 3,010 円


